
 

 

 

 

 

  アレルギー等疾患（気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎・鼻炎、食物アレルギ
ー、アナフィラキシー、心臓病、腎臓病、糖尿病等）のある生徒が、安心してより安全で快適な学校
生活を送ることができるようにするために、 
（１）全教職員が、食物アレルギーやアナフィラキシーなどアレルギー等疾患に関しての正しい知識

と理解を持つこと 
（２）学校は、保護者や主治医と綿密な連携のもと、その生徒の情報を詳細に把握し、該当生徒一人

一人に対応した取組を確認するとともに、その情報を全教職員で共有すること 
（３）学校は、事故予防の観点及び緊急時の適切な対応に向けて、校内委員会を組織してアレルギー

等疾患を有する生徒の把握やその対応手順の確立など、校内体制を整備すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アレルギー等疾患対応マニュアル 
深川市立一已中学校 

 
１．学校としての基本的な考え方                               

２．アレルギー等疾患を有する生徒の把握（アレルギー等対策部会の活動による）                            

①「アレルギー等疾患に関する調査」の実施 
学校は、保健調査～様式１「アレルギー及び特別な配慮を要する疾患等に関する調査」や

健康診断等によりアレルギー等疾患を有する生徒を把握する。 

② 保護者との面談等により「学校における取組の希望」の有無を確認 
学校は、「アレルギー等疾患に関する調査」に基づき、可能な範囲で保護者と個別に面談等

を行い、これまでの主治医とのやり取りなどを聴取し、学校生活における保護者の要望を聞
き、「学校における取組の希望」の有無について確認する。 

③ 「アレルギー等疾患に関する調査」に
基づく観察・指導 
教職員間で情報を共有するとともに、

保護者との相談体制を構築し、本人に対
する日常的な健康観察や保健指導を行
う。 

⑤ 学校保健委員会による取組の確認 
  アレルギー等疾患を有する生徒、及び学校における配慮・管理事項を確認し、全教職員で
共通理解を図ると共に、その取組について学級担任を中心に学校全体で推進する。 

医師の指示に基づく保護者と学校で共通理解を図った取組の推進 

④ 「学校生活管理指導表」の整理 
回収した「学校生活管理指導表」をもとに、

保護者と協議し、学校生活における配慮事項や
管理事項を確認し、その取組を決定する。 
【確認事項】 
・原因物質と具体的な症状 
・アレルギーが発生したときの対応方法 
・エピペンの有無     など 
個人情報に係る文書であることに留意し保健

室において一括管理する 

③ 「学校生活管理指導表」の回収 
保護者から「学校生活管理指導表（アレルギ

ー疾患用・糖尿病用・その他）」（主治医が作成）
を提出してもらい回収する。 

希望なし 希望あり 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【配慮場面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．アレルギー等疾患への対応手順、及び役割分担                              

 

アレルギー
等症状、異常
がある。 

原因食物を
食べた。（可
能性を含む） 

原因食物に
触れた。（可
能性を含む） 

 
発見者が行うこと 

 
①生徒から目を離さない、一人にしない。 
②助けを呼び、人を集める。 
③エピペンと内服薬を持ってくるように指示する。 

 
緊急性が高いアレルギー等症状、異常はあるか？ 

 
５分以内に判断する。 

 
緊急性が高いアレルギー等症状への対応 

 
①直ちにエピペンを使用する。保護者への連絡を行う。 
②①と同時に救急車を要請する。（１１９番通報） 
③その場で安静にする。 
④その場で救急隊を待つ。 
⑤可能なら内服薬を飲ませる。 
    
 

 エピペンがある場合 
 
 
 

呼吸・反 
応がない 心肺蘇生 

 
ＡＥＤを使用 

エピペンを使
用し、10～15
分後に症状の改
善が見られない
場合、次のエピ
ペンを使用す
る。 

 
【アレルギー症状】 

 
全身の症状     呼吸器の症状 

・意識がない    ・声がかすれる 

・意識もうろう   ・犬が吠えるような咳 

・ぐったり     ・咳 

・尿や便を漏らす  ・息がしにくい 

・脈が触れにくい  ・ぜーぜー、ヒューヒュー 

・唇や爪が青白い  ・のどや胸の締め付け 

 

 

消化器の症状    皮膚の症状 

・腹痛       ・かゆみ 

・吐き気、嘔吐   ・じんま疹 

・下痢       ・赤くなる 

 

 

顔面・目・口・鼻の症状 

・顔面の腫れ 

・目のかゆみや充血、まぶたの腫れ 

・くしゃみ、鼻水、鼻づまり 

・口の中の違和感、唇の腫れ 

 

内服薬を飲ませる。 

 保健室又は、安静にで
きる場所へ移動する。 

５分毎に症状を観察、
判断し対応する。緊急性
の高いアレルギー症状の
出現時には特に注意す
る。 

ある ない

ある 

呼
吸
・
反
応

が
な
い 



【役割分担】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重複疾患有り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理・監督者（校長・教頭） 

□現場に到着次第、リーダーとなる。 

□それぞれの役割の確認及び指示 

□エピペンの使用又は介助 

□心肺蘇生やＡＥＤの使用 

発見者「観察」 

□生徒から離れず観察する。 

□助けを呼び、人を集める。（大声又は、他の生徒に呼びに行かせる） 

□教員・職員Ａ、Ｂに「準備」「連絡」を依頼する。 

□エピペンの使用又は介助 

□薬の内服・介助 

□心肺蘇生やＡＥＤの使用 

教員・職員Ａ「準備」 

□アレルギー等疾患対応マニュアル・学校生活

管理指導表を持ってくる。 

□エピペンの準備 

□ＡＥＤの準備 

□内服薬の準備 

□エピペンの使用又は介助 

□心肺蘇生やＡＥＤの使用 

教員・職員Ｂ「連絡」 

□救急車を要請する。 

□管理者を呼ぶ。 

□保護者に連絡する。 

□更に人を集める。（校内放送） 

教員・職員Ｃ「記録」 

□観察を開始した時刻を記録 

□エピペンを使用した時刻を記録 

□内服薬を飲んだ時刻を記録 

□５分ごとに症状を記録 

教員・職員Ｄ～Ｆ「その他」 

□他の生徒への対応 

□ＡＥＤの準備 

□救急車の誘導 

□エピペンの使用又は介助 

□心肺蘇生やＡＥＤの使用 



 

 

（１）役割 

  ①アレルギー等疾患の要配慮生徒の把握やその対応など取組方法を協議する。 

  ②取組方法に基づき、個別に生徒の健康管理や対応について確認する。 

  ③症状の重い生徒、重症化が予想される生徒に対する支援の重点化を図る。 

  ④校内外の支援体制や救急体制を整備する。 

  ⑤教職員全員の共通理解を図る。 

  ⑥校内研修を計画し、実施する。 

  ⑦取組を評価・検討し、その改善を行う。 

（２）構成 

  ・校長、教頭、養護教諭、保健主事、学年主任、給食担当者、（学級担任、学校医） 

（３）開催 

  ◎校長が、必要に応じて構成員を招集し、委員会を開催する。 

  ①３月；新年度に向けて新入学生徒及び在校生の対応を決定する。 

  ②４月；新体制の教職員で対応を確認する。 

③要配慮生徒の新たな判明、対応の変更など、緊急を要する場合など、その都度開催する。 

④校外行事、宿泊を伴う行事の前など、状況に応じて開催する。 

（４）組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

４．学校保健委員会（アレルギー等対策部会）                              

学校保健委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒・保護者 

校長・教頭 

養護教諭・保健主事・学年主任 
給食担当者・（学級担任） 

学校医 

医療・病院 

主治医 

教育委員会 給食センター（栄養教諭等） 

消防署 

救急救命士 


